
平成 29 年 3 月

令和 7 年 12 月

令和 8 年度 令和 17 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

② 使　用　料

2,830 円 3,024 円

2,830 円 3,049 円

2,830 円 3,062 円

別添２－1

中間市公共下水道事業経営戦略

団 体 名 ： 福岡県中間市

事 業 名 ： 中間市公共下水道事業

策 定 日 ：

改 訂 日 ：

計 画 期 間 ： ～

事業の現況

供 用 開 始 年 度
（ 供 用 開 始 後 年 数 ）

平成10年度
（27年）

法適（全部適用・一部適用）
非 適 の 区 分

法適（一部適用）

処 理 区 域 内 人 口 密 度 41.75人/ha
流 域 下 水 道 等 へ の

接 続 の 有 無
有（遠賀川下流流域下水道）

処 理 区 数 1処理区

処 理 場 数 0箇所（流域下水道のため）

広域化・共同化・最適化
実施状況*1

平成15年7月から、遠賀川下流流域下水道での汚水処理開始
令和3年10月から、地域下水道（中鶴地区、曙地区）を公共下水道に接続

*1　「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域下水道への接続を指す。
　　 「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実
施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施する場合等）を指す。
　　 「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区の統廃合を
含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。

一般家庭用使用料体系の
概 要 ・ 考 え 方

基本使用量を定めた従量料金制。使用量の算定は、原則として上水道使用量に基づく。
①基本料金（使用量1月あたり10㎥まで）：1,080円（税抜）
②超過料金（使用量11㎥を超える分）：1㎥につき175円（税抜）

業 務 用 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

無し

そ の 他 の 使 用 料 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

無し

令和4年度 令和4年度

令和5年度 令和5年度

令和6年度 令和6年度

*2　条例上の使用料とは、一般家庭における２０㎥あたりの使用料をいう。

*3　実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に２０㎥を乗じたもの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。

条 例 上 の 使 用 料 *2
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載

実 質 的 な 使 用 料 *3
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

※ 過 去 ３ 年 度 分 を 記 載



③ 組　織

（２） 民 間 活 力 の 活 用 等

（３） 経営比較分析表を活用した現状分析

職 員 数
損益勘定所属職員　5名
資本勘定所属職員　3名　　計8名

事 業 運 営 組 織

 ア　民間委託
　　　（包括的民間委託を含む）

マンホールポンプ場の維持管理業務を民間業者に委託
（令和7年3月31日時点　31箇所）

 イ　指定管理者制度 活用実績なし

 ウ　ＰＰＰ・ＰＦＩ 活用実績なし

 ア　エネルギー利用
　　　（下水熱・下水汚泥・発電等）　*4

活用実績なし

 イ　土地・施設等利用
　　　（未利用土地・施設の活用等）　
*5

マンホール広告掲載事業を実施（令和3年4月から）
事業開始から令和6年度末までの広告収入累計6,550,500円

*4　「エネルギー利用」とは、下水汚泥･下水熱等、下水道事業の実施に伴い生じる資源(資産を含む)を用いた収入増につながる取組を指す。
*5　「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。

※直近の経営比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）（公営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付すること。

別紙「経営比較分析表（令和５年度決算）」のとおり

なお、経費回収率については企業会計移行後の令和２年度から100％を維持しています。ただし、収入の多くを一般会計からの繰入により
賄っており、繰入額が年々増加傾向にある点は留意すべき事項です。

民 間 活 用 の 状 況

資 産 活 用 の 状 況

環境上下水道部

環境保全課

上水道課

下水道課（１０名）

計画工務係（４名） 施設管理係（２名） 業務係（３名）



２．将来の事業環境

（１）

（２）

（３）

（４）

（５）

３．経営の基本方針

処理区域内人口の予測

有収水量の予測

使用料収入の見通し

施設の見通し

組織の見通し

○本経営戦略の期間内に公共下水道の整備完了を目指します。
○水洗化率の向上に努めます。
○使用料については、今後も少なくとも５年に１回は実施する経営戦略の見直しに合わせ、使用料改定の必要性について検証します。
○旧・地域下水道処理区域及び民間企業から受贈した集中浄化槽処理区域の管渠は、今後老朽化が予測されるため、適切な維持管理と
計画的な長寿命化・管渠更新に努めます。

　「第５次中間市総合計画」で用いている「中間市人口ビジョン」に基づき、令和17年度までに管渠建設事業の面整備が完了するという設定
で予測しています。面整備に伴う処理区域内人口の増加と人口の自然減少を見込んでおり、やや減少傾向で推移する見込みです。

　上記の処理区域内人口の予測を踏まえ、水洗化促進の取組を加味した結果、有収水量はほぼ横ばいからやや減少傾向で推移する見込
みです。

　上記の有収水量に、令和６年度末時点の使用料単価を用いて予測しています。有収水量の予測と同様で推移する見込みです。

　供用開始から27年が経過しているものの、管渠については法定耐用年数が50年とされているため、更新は直近の課題となっていませ
ん。
　ただし、ポンプ類は法定耐用年数が15年であるものの、10年程度での更新が実情であるため、適正な管理や早期の修繕により可能な限
り耐用年数を延ばすことで、設備投資の増加を抑制しています。
　また、未普及地域については、令和17年度までに管渠新設を実施し、面整備完了を目指します。

未普及解消事業の完了までは現状の組織規模（1課3係10名、うち技術職員6名程度）を維持することを想定しています。
全庁的にみて技術職員及び企業会計の知識を有する事務職員の人数が限られており、専門的知識及び技術を有する職員の育成が急務
です。県や日本下水道協会等が実施する各種研修会を活用するとともに、ベテラン職員から若手職員への知識・技術の継承を推進しま
す。
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４．投資・財政計画（収支計画）

（１）

※ 赤字がある場合には（３）において、その解消方法が示されていることが必要

① 収支計画のうち投資についての説明

②　収支計画のうち財源についての説明

③　収支計画のうち投資以外の経費についての説明

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要

①　今後の投資についての考え方・検討状況
*　処理区ごとに考え方が異なる場合は、処理区ごとに記載すること

投資・財政計画（収支計画） ： 別　紙　の　と　お　り

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

目 標 令和17年度までに、未普及地域への管渠新設を実施し、面整備完了を目指します。

　・面整備費用　4,400,000千円（令和8年度～令和17年度）
　・点検調査・改築費用　500,000千円（令和8年度～令和17年度）
　・上下一体耐震化計画費用　590,000千円（令和8年度～令和17年度）

目 標
　現在、本市公共下水道事業は、経費回収率100％を達成していますが、今後も、計画的な面整備による下
水道の普及促進、水洗化率の向上による下水道使用料の確保に努めます。

○今後の見通しとして、人口減少に伴う処理区域内人口の減少が予想され、水洗化率の向上を見込んでいるものの、処理区域内の有収
水量はやや減少傾向となることが予想されます。令和17年度までに面整備を完了させ、水洗化人口と下水道使用料の維持確保に努めま
す。
○また、今後の下水道使用料の改定については、今後、少なくとも５年に１回は実施する本経営戦略の見直しに合わせ、改定の必要性に
ついて検証します。
○資本費平準化債を適切に借り入れることにより、費用の平準化に努めます。
○一般会計からの繰入金については、市の財政部局と連携して適切な繰入を実施していきます。
○収入増加策として取り組んでいるマンホール公告について、今後も積極的に発信していきます。

　・マンホールポンプの維持管理業務を民間委託することで費用の低減に努めています。

 （１）において、純損益（法適用）又は実質収支（法非適用）が計画期間の最終年度で黒字とならず、赤字が発生している場合には、赤字の
解消に向けた取組の方向性、検討体制・スケジュールや必要に応じて経費回収率等の指標に係る目標値を記載すること。

広域化・共同化・最適化に関する事項

　本市下水道事業は、「中間市公共下水道事業」として認可を受けた後、「遠賀川下流
流域関連公共下水道事業」として認可を受け、平成15年から供用開始をした遠賀川下
流流域浄化センターで汚水処理をしています。
　なお、令和3年度に旧・地域下水道処理区域、令和5年度に民間事業者による集中浄
化槽処理区域の公共下水道への接続を完了したことで、市内の汚水処理は公共下水
道に集約されました。

投資の平準化に関する事項

　公共下水道事業により整備した管渠は法定耐用年数を経過していませんが、旧・地域
下水道処理区域及び旧・集中浄化槽処理区域の管渠は、主に昭和40年台～昭和50年
台に建設されているものであることから、これらの管渠については積極的に点検調査を
実施しながら、更新費用が集中しないように計画的かつ効率的な施設管理を図ります。

民間活力の活用に関する事項
（PPP/PFIなど）

令和８年度に、ウォーターPPPの導入可能性について検討を進めていきます。

その他の取組 　市財政部局と連携し、投資額の平準化に努めていきます。

*　（１）において黒字の場合においても、投資・財政計画（収支計画）に反映することができなかった検討中の取組や今後検討予定の取組について、その
内容等を記載すること。



②　今後の財源についての考え方・検討状況

③　投資以外の経費についての考え方・検討状況

５． 経営戦略の事後検証、改定等に関する事項

使用料の見直しに関する事項
　今後の使用料改定については、少なくとも５年に１回は見直しを行う本計画に合わせ、
財政状況の検証や、市内の人口推移等を踏まえ定期的に検討することとしています。

資産活用による収入増加
の取組について

　市内のマンホール蓋を活用した広告掲載に係る事業を実施していますので、今後も事
業を継続させることで、マンホール蓋の改修費用の財源確保に努めます。

その他の取組
　引き続き、水洗化促進の周知を徹底することで、水洗化率の向上及び使用料収入の
安定化を図ります。また、受益者負担金の適正な賦課徴収を行い、収納率を向上させる
ことで、建設改良費の財源確保に努めます。

民間活力の活用に関する事項
（包括的民間委託等の民間委託、指定管理者制

度、PPP/PFIなど）

　引き続き処理区域内のマンホールポンプの管理を民間へ委託することで維持管理費
の最適化に努めます。また、ウォーターPPPについては別途検討を進めていきます。

職員給与費に関する事項
　緊急時対応は除き、適切な人員管理や業務の効率化による時間外勤務の抑制などに
努めます。

動力費に関する事項
　高効率ポンプの採用、電力料金まで含めたトータルコストに優れる圧送管径の採用な
どにより電力量の節減に努めます。

薬品費に関する事項
　流域下水道事業が所有する浄化センターで汚水処理をしているため、本市下水道事
業では薬品費は発生していません。

修繕費に関する事項
　定期的に管渠施設の状態を把握することで、計画的な予防修繕を実施し、維持管理費
の縮減に努めます。

委託費に関する事項
マンホールポンプ場の保守点検等の業務を委託することにより、効率的に維持管理を
行っていくよう努めます。

その他の取組
老朽化した管渠の適切な維持管理業務をマニュアル化し、持続可能な業務の形態を促
進するよう努めます。

経 営 戦 略 の 事 後 検 証 、
改 定 等 に 関 す る 事 項

毎年度計画（投資・財政計画）と実績（決算）を比較し、乖離が大きい場合はその原因を分析し検
証することで適正化に努めます。
経営戦略は少なくとも５年に１回の見直しを行うとともに、使用料改定についても、経費回収率等の
指標を分析し、必要性について検証を行います。



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 505,728 502,875 497,237 492,615 489,709 486,806 483,616 480,424 477,239 473,920 470,324 466,741
(1) 461,058 457,800 455,339 452,590 449,848 447,112 444,094 441,085 438,086 434,953 431,547 428,155
(2) (B)
(3) 44,670 45,075 41,898 40,025 39,861 39,694 39,522 39,339 39,153 38,967 38,777 38,586

２． 843,088 845,087 854,905 866,716 877,619 883,742 886,983 895,745 905,672 914,660 920,365 923,766
(1) 461,946 463,357 466,639 479,335 486,373 493,324 500,165 506,354 512,380 518,070 523,401 526,234

461,946 463,357 466,639 479,335 486,373 493,324 500,165 506,354 512,380 518,070 523,401 526,234

(2) 379,185 379,792 386,330 385,448 389,317 388,491 384,895 387,474 391,378 394,682 395,062 395,637
(3) 1,957 1,938 1,936 1,933 1,930 1,927 1,922 1,918 1,913 1,908 1,902 1,896

(C) 1,348,816 1,347,962 1,352,142 1,359,331 1,367,328 1,370,548 1,370,599 1,376,169 1,382,911 1,388,580 1,390,689 1,390,507
１． 1,208,338 1,209,584 1,214,371 1,221,811 1,230,199 1,233,962 1,234,764 1,241,382 1,249,404 1,256,596 1,260,477 1,262,320
(1) 32,613 32,613 32,613 32,613 32,613 32,613 32,613 32,613 32,613 32,613 32,613 32,613

16,180 16,180 16,180 16,180 16,180 16,180 16,180 16,180 16,180 16,180 16,180 16,180

16,433 16,433 16,433 16,433 16,433 16,433 16,433 16,433 16,433 16,433 16,433 16,433
(2) 403,886 397,029 394,895 392,511 390,133 387,761 385,145 382,535 379,934 377,217 374,264 371,322

3,105 3,083 3,066 3,047 3,029 3,011 2,991 2,971 2,951 2,930 2,907 2,884
8,235 8,177 8,133 8,084 8,035 7,986 7,932 7,878 7,824 7,768 7,707 7,646

392,546 385,769 383,696 381,380 379,069 376,764 374,222 371,686 369,159 366,519 363,650 360,792
(3) 771,839 779,942 786,863 796,687 807,453 813,588 817,006 826,234 836,857 846,766 853,600 858,385

２． 138,246 135,378 134,771 134,520 134,129 133,586 132,835 131,787 130,507 128,984 127,212 125,187
(1) 138,246 135,378 134,771 134,520 134,129 133,586 132,835 131,787 130,507 128,984 127,212 125,187
(2)

(D) 1,346,584 1,344,962 1,349,142 1,356,331 1,364,328 1,367,548 1,367,599 1,373,169 1,379,911 1,385,580 1,387,689 1,387,507
(E) 2,232 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
(F)
(G)
(H)

2,232 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
(I) 13,273 16,273 19,273 22,273 25,273 28,273 31,273 34,273 37,273 40,273 43,273 46,273
(J) 590,967 656,114 706,906 754,344 799,794 848,909 901,073 956,232 1,015,049 1,077,935 1,147,419 1,223,031

145,433 119,308 115,438 122,102 122,934 126,337 130,806 136,035 141,356 147,306 152,923 156,007
(K) 772,642 741,776 756,876 771,574 785,316 794,822 808,161 821,536 835,975 850,654 865,583 880,704

528,239 497,373 512,473 527,171 540,913 550,419 563,758 577,133 591,572 606,251 621,180 636,301

220,680 220,680 220,680 220,680 220,680 220,680 220,680 220,680 220,680 220,680 220,680 220,680
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 505,728 502,875 497,237 492,615 489,709 486,806 483,616 480,424 477,239 473,920 470,324 466,741

(N)

(O)

(P) 494,700 505,728 502,875 497,237 492,615 489,709 486,806 483,616 480,424 477,239 473,920 470,324

営 業 収 益
料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

営 業 外 収 益
補 助 金

他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入
そ の 他

収 入 計
営 業 費 用

職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費
動 力 費
修 繕 費
材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用

支 払 利 息
そ の 他

支 出 計
経 常 損 益 (C)-(D)

特 別 利 益
特 別 損 失
特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額
営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

本年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

収

益

的

収

支

収

益

的

収

入

収

益

的

支

出



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． 422,000 432,900 493,300 499,100 510,000 514,500 521,200 531,700 543,600 556,300 569,900 586,500

53,700 75,100 88,100 93,900 104,800 112,800 123,700 134,200 146,100 158,800 172,400 189,000

２． 98,490 93,971 89,995 85,834 79,791 76,408 74,205 73,426 72,904 73,348 73,820 74,259

３．

４．

５．

６． 202,625 193,500 226,701 226,701 226,701 224,257 221,346 221,346 221,346 221,346 221,346 221,346

７．

８． 30,904 22,500 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 22,000

９．

(A) 754,019 742,871 831,996 833,635 838,492 837,165 838,751 848,472 859,850 872,994 887,066 904,105

(B)

(C) 754,019 742,871 831,996 833,635 838,492 837,165 838,751 848,472 859,850 872,994 887,066 904,105

１． 595,178 563,865 649,656 649,656 649,656 643,341 635,818 635,818 635,818 635,818 635,818 635,818

22,471 22,471 22,471 22,471 22,471 22,471 22,471 22,471 22,471 22,471 22,471 22,471

２． 528,239 497,373 512,473 527,171 540,913 550,419 563,758 577,133 591,572 606,251 621,180 636,301

３．

４．

５． 2,040 1,000 1,000 1,000

(D) 1,125,457 1,061,238 1,162,129 1,177,827 1,191,569 1,193,760 1,199,576 1,212,951 1,227,390 1,243,069 1,256,998 1,272,119

(E) 371,438 318,367 330,133 344,192 353,077 356,595 360,825 364,479 367,540 370,075 369,932 368,014

１． 341,586 288,467 300,233 314,292 323,177 326,695 330,925 334,579 337,640 340,175 340,032 338,114

２．

３．

４． 29,852 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900 29,900

(F) 371,438 318,367 330,133 344,192 353,077 356,595 360,825 364,479 367,540 370,075 369,932 368,014

(G)

(H) 13,243,736 13,285,502 13,266,329 13,238,258 13,207,345 13,171,426 13,128,868 13,083,435 13,035,463 12,985,512 12,934,232 12,884,431

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

505,510 507,337 507,443 518,268 525,143 531,929 538,601 544,609 550,452 555,958 561,103 563,748

505,510 507,337 507,443 518,268 525,143 531,929 538,601 544,609 550,452 555,958 561,103 563,748

98,490 93,971 89,995 85,834 79,791 76,408 74,205 73,426 72,904 73,348 73,820 74,259

98,490 93,971 89,995 85,834 79,791 76,408 74,205 73,426 72,904 73,348 73,820 74,259

604,000 601,308 597,438 604,102 604,934 608,337 612,806 618,035 623,356 629,306 634,923 638,007

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

そ の 他

計
(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計
資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

本年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

補

塡

財

源

本年度 令和9年度 令和10年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度 令和15年度 令和16年度 令和17年度

資

本

的

収

支

資

本

的

収

入

資

本

的

支

出



福岡県　中間市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
) グラフ凡例

法適用 下水道事業 公共下水道 Bd2 非設置 39,458 15.96 2,472.31 ■ 当該団体値（当該値）

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 処理区域内人口(人) 処理区域面積(km

2
) 処理区域内人口密度(人/km

2
) － 類似団体平均値（平均値）

- 50.72 87.74 95.80 3,113 34,501 8.01 4,307.24 【】 令和5年度全国平均

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

経営比較分析表（令和5年度決算）

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

2. 老朽化の状況について

2. 老朽化の状況

全体総括

　本市の公共下水道事業は、令和２年度に地方公
営企業法を適用し、４年目の決算を迎えました。
①経常収支比率は、類似団体平均値を7.45ポイン
ト下回っていますが、100％を超えています。
②累積欠損金は、０％を維持しています。
③流動化比率は、100％を下回っていますが、類似
団体平均値を5.03ポイント上回っており、年々増
加傾向にあります。
④企業債残高対事業規模比率は、類似団体平均値
を大きく下回っています。未普及地区の整備が
残っているため、計画的な普及拡大に努め、企業
債残高の急激な上昇の抑制を図っていきます。
⑤経費回収率は、100％を維持しています。
⑥汚水処理原価は、類似団体平均値とほぼ同水準
を維持しています。
⑦施設利用率は、流域下水道のため汚水処理施設
はありません。
⑧水洗化率は、前年度より1.1ポイント高い
92.17％であり、類似団体平均値を7.03ポイント上
回っています。今後も引き続き計画的な整備を実
施することで、水洗化率の向上を目指し、経営の
健全性確保に努めます。

①有形固定資産減価償却率は、類似団体平均値よ
りも低い水準で推移しています。
②管渠老朽化率は、法定耐用年数を超えた管渠が
ないため０％となっています。ただし、地域下水
道やコミュニティプラントを公共下水道へ切り替
えた際に引き継いだ管渠については、今後、法定
耐用年数を超えるものも出てくることから、ス
トックマネジメント計画をもとに計画的な改築等
の整備を進め、適正かつ効率的な維持管理を進め
ていきます。
③管渠改善率は、令和５年度に改善した管渠がな
いため０％となっています。

　令和５年度の経営状況については概ね健全で
す。
　しかしながら、社人研資料に基づいた本市の将
来人口が減少していく予想であることを踏まえる
と、今後の使用料収入が減少傾向となり、このま
までは下水道事業の健全な経営が厳しくなってい
くことが予想されます。
　将来に渡って健全な経営を行っていくために
は、先ず第一に、下水道の接続促進に向けた取り
組みを推進し、水洗化率の向上による使用料収入
の確保が必要と考えます。
　次に、使用料収入の減少を見据えた使用料改定
について検討し、今後の改築更新計画を見据え、
消費者物価の動向の見極めと有識者等の意見を踏
まえながら適宜判断することが必要と考えます。
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②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【105.91】 【3.03】 【78.43】 【630.82】

【95.91】【58.94】【138.75】【97.81】

【41.09】 【8.68】 【0.22】



年度
項目

◎ ◎ ◎

◎

◎ ◎

◎

◎ ◎

◎

【経営改善に向けた取組に関する業績指標】

年度
項目

経費回収率の向上に向けたロードマップ

　「社会資本整備総合交付金等の交付にあたっての要件等の運用について」（令和２年３月３１日）

及び「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について」（令和２年７月２１日）

により、経費回収率の向上に向けたロードマップを以下のとおり示します。

【経営改善に向けた取組】

中間市公共下水道事業
経営計画（経営戦略）
計画期間【R3-R12】

経営戦略
【改訂】

改訂版経営戦略
計画期間

ロードマップ
策定及び計画期間

ロードマップ
【改訂】

ウォーターＰＰＰ
導入検討

適正な下水道使用料
検討

ストックマネジメント
計画に沿った施設の改
築・更新
ストックマネジメント
計画
改定

　現在、経費回収率は100％であることから、計画期間中は100％の維持を目標とします。

　水洗化率については、引き続き水洗化のＰＲを行うことで水洗化率の向上を目指します。

　下水道整備については、引き続き財源と事業予算の確保に努め、未普及地域の解消を推進します。

経費回収率 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

水洗化率 91.7% 92.0% 93.0% 95.0%

下水道普及率 88.1% 89.0% 93.0% 95.0%

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

R6実績 R8目標 R12目標 R17目標

効果が見込まれる場合は導入


